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国連の「児童の権利に関する条約」を中心に、

児童憲章や児童福祉法の原理に基づく、わが

国の児童の権利擁護について示 した。また、

社会的養護を必要とする児童福祉施設に入所

する子どもたちの権利について、その現状と

制度・政策の実際及び今日的な課題を中心に

整理するとともに、児童福祉施設の専門職の

人権意識・権利擁護のあり方、また、児童福

祉関連機関・回及び地方自治体のあり方につ

いても者 した。特に、児童福祉施設入所児に

配布する「権利ノー ト」、児童福祉施設職員

の「ケア基準Jに ついては実際のものを参考

にして例示 した。社会福祉法に規定された、

苦情解決・第二者評価については、社会福祉

法の理念に基づいたものであると同時に、児

童福祉施設に入所する子どもの権利を擁護す

るには欠かせないものであること。更に、施

設内虐待 (被措置児童虐待)の防止について

詳細に著 した。

本人担当部分 P90～ P107

本研究では、全国の児童養護施設を対象に、

①退所者の来所について、どのような意識

で対応をしているのか。②職員は退所者 退

所者同士の交流について、どのような意識を

持っているのか。③退所者が来所して、入所

中の子どもと関わることは、子どもたちの自

立支援の一助になると考えているのか。④ア

フターケアとして退所者に十分なケアができ

ているのか。⑤施設改善には退所者からの

フイードバックが必要であるか。について質

問紙調査を行い、児童養護施設の自立支援及

びアフターケアの意識、退所者への意識、施

設改善と退所者からのフイードバックに関す

る意識を明らかにすることを目的とした。調

査対象は、児童養護施設585か所、回答者は、

各施設の「施設長」「主任指導員」「主任保育

士」等の管理者・専門職のうちから1人 とした。

回収率は、児童養護施設230か所からの回答

で393%であった。
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30項 目の質問を設定して調査を行った。本調

査では、「退所者の来所」「退所者同士の交流J

について肯定的な傾向が高いことから、施設

に退所後の相談窓口、自立支援、子育て支援

等の役割を期待することは可能と思われる。

しかしながら、現状のアフターケアでは不十

分であるという実態もあった。このlナ、況から

脱却するためには、各施設にアフターケアを

専門とするスタッフを配置することが必要で

あると考えている施設が多いことが明らかと

なった。児童養護施設の小規模化・家庭的養

護の推進の動きの中で、アフターケア専門ス

タッフがすべての施設に配置される為には、

職員配置基準と人件費のさらなる充実を求め

ることが重要である。また、東京都における

調査によって明らかとなった退所者の実態

ニーズに沿う為には、アフターケア専門ス

タッフの配置とともに、自身の施設出身者で

はない退所者に対しても十分なアフターケア

が実施できるシステムの整備、施設間のネッ

トワークを構築することが、社会的養護の課

題となるであろう。

また、本調査では、施設改善への取 り組みと

して、退所者からのフイー ドバックを必要

とする意識が高い傾向にあることが明らかと

なった。しかし一方で、施設内暴力、施設内

虐待、施設内性問題等への退所者の協力には

消極的な傾向が見られた。「連鎖Jを伴うで

あろうこれらの問題を断ち切るには、施設職

員が退所者とともに入所中の生活・支援を振

り返 り、入所中のケアの改善を図ろうとする

努力が必要であると考える。2012年度から第

三者評価及び自己評価が義務化されたが、そ

れを受けて、入所中の子どもに安全で安心で

きる暮らしを保障するんに、退所者の言葉を

どのように受け止め、退所者とどのように連

携 していくことが求められるのかが今後の課

題である。P7‐P15

2.教育活動 (教育実践上の主な業績)  大学院授業担当 □有 ■無

授業科目 児童福祉Ⅱ

◆前期  回後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

児童福祉の法律・制度及び児童福祉施設

での実践活動について、祝聴覚教材を利

用するなどして、理解しやすい内容の授

業になるようにした。

教科書 として、共著者として作成 した

「四訂 新撰 児童福祉」 (株式会社みら

い)を 利用した。また、児童福祉及び児

童福祉施設に関する ドキュメンタリー

番組を視聴覚教材として、児童福祉の現

状や理念を理解 しやすいように教授 し

た。
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